　<　FAX番号　045-663-3255　>　

ブロック塀等改善事業
【事前相談票】


事前相談票及び補助金交付申請書の受付期間：４月～12月
※今年度に補助金交付申請をお考えの方は10月末までに事前相談票をご提出ください。



	太枠内を、記入例・注意事項を参照の上ご記入ください

	提出日
	令和　　年　　月　　日　

	ブロック塀等の
所有者
又は
管理者
	フリガナ
	
	（℡）
※日中ご連絡のとれる番号をお書きください。

	
	氏名
	
※所有者又は管理者は、補助金を受けようとする方と同一としてください。
	

	
	住所
	〒
　　　　　区

	ブロック塀等の所在地
	□ 上記住所と同じ　　□ 異なる（　　　　区　　　　　　　　　　　　　　　）

	工事の予定
	工事分類
□　除却
□　除却＋新設
	工事予定　工事の予定が決まっている方は、以下もご記入ください。
□　見積取得済
□　工事予定日(　　/　　)

	現場調査
希望日
	※提出日から2週間以上先を記載してください。
※12/28～1/5までの期間は現地調査を実施しておりません。また、今年度の調査は3/19までですので、ご注意ください。
※調査可能時間は、９時～16時です。（土日祝日可）

※当日は原則として所有者等の立会い
（所要時間は約１時間）が必要となります。
※現場調査日は１週間前までに書面でお知らせします。
第1希望　令和　　年　　月　　日 AM・PM
第2希望　令和　　年　　月　　日 AM・PM
第3希望　令和　　年　　月　　日 AM・PM


	「ブロック塀等改善事業」についてお聞きになりたいことがあればご記入ください。


　※　補助対象の該否等の回答には、現場調査後、３週間から４週間程度の期間をいただいております。

　↓職員記入欄
	通学路調査
	□　調査済（問合せ番号：　　　　　　　　　　□　指導対象　）
□　未調査

	建築基準法
道路種別
	□法42条第１項　　　　　 □法42条第２項
□狭あい道路整備促進路線　□法43条第２項に基づく空地
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	対象事業
	□ブロック塀等改善事業　　　　　　 □狭あい道路拡幅整備事業

	所　見
	
	受　領　日

	
	

	
	

	
	

	
	No.


2026.04.01
